
成績評価・修了の認定、卒業進級、定期試験、成績分布 

客観的指標の計算方法に関する規定 

 

成績評価・修了の認定に関する諸規定 

 

学則 

（単位） 

第９条 授業科目を履修し、成績の評価で合格点を得たものには、所定の単位を与える。 

（１） 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が

定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２） 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で

本学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３） 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作の授業につ

いては、これらの学修の成果を評価して単位を授与することができる。 

 

（単位取得の認定，学習の評価） 

第１３条 成績の評価基準は、Ａ（１００～９０点）、Ｂ（８９～８０点）、Ｃ（７９点～

７０点）及びＤ（６９点～６０点）を合格とし、Ｆ（５９～０点）を不合格と

する。ただし、学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる

科目については、Ｓ及びＵに分かち、Ｓを合格とし、Ｕを不合格とすることが

できる。 

   ２ 出席時間数が規定の授業時間数の１０分の７に満たない者については、単位の

認定をしない。ただし、留学生については５分の４に満たない者については、

単位の認定をしない。 

   ３ 定期試験の方法は、筆記試験、実技試験、口答試験、レポートのいずれかで行

う。 

４ 試験をやむを得ない事情で欠席した者には追試験を、不合格者には再試験をそ

れぞれ１回ずつ行う。 

５ 外部実習の成績評価は、実習前及び実習後教育、実習施設の評価、実習日誌及

び実習後レポートを総合し評価する。 

６ 各学科が指定した科目を全て終了（Ｄ以上）した場合進級となる。 

７ ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度による評価については別に定

める。 

 

 

 



（修了の認定） 

第２６条 学校長は、教育課程の定めるところにより、修了すべき学科目について試験を

行い合格者に対して当該学科目の修了を認定する。ただし、実習については、実

習の成績によって修了を認定することができる。 

 

施行細則 

（科目評価） 

第５条  各科目について授業出欠・態度、臨時及び定期試験の成績、レポートの成績を

勘案の上ＡからＦの５段階評価とする。 

   ２ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを合格としＦを不合格とする。 

Ａ  ･･････100～90点  

Ｂ  ･･････ 89～80点    

Ｃ  ･･････ 79～70点 

 Ｄ  ･･････ 69～60点   

Ｆ  ･･････ 59点以下  

   ３ 講義科目の成績評価は、定期試験 80％、小テスト 20％、実習科目は定期試験 40％、

レポート 40％、小テスト 20％の配分で行い、評価する。実習科目では指定され

たレポートはすべて提出しなければならない。成績評価の配分を変える場合は、

事前にその配分をシラバス等で明記する。 

   ４ 学修成果を評価し、単位を認定する場合、合格はＳ、不合格はＵとする。 

   

（GPA算出方法） 

第６条 履修科目の成績評価をグレート・ポイント（以下「GP」という。）に置きかえ、

１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。 

２ Ａ～F の成績評価の GP は下表のようにをグレート・ポイント（以下「GP」とい

う。）に置き換える。 

 

成績評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 

GP 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 

  ３ 【GPA算出の計算式】   

         （該当授業科目の単位数×各授業科目で得た GP）の合計 

           当該学期に評価を受けた各授業科目の単位数の合計 

 

 

 

 

合格 

不合格 

GPA＝ 



卒業進級に関する諸規定 

 

学則 

（卒 業） 

第２７条 第５条に規定する修業年限以上在学し、所定の授業科目を履修し、卒業のため

に必要な単位数を取得した者に対して、学校長は、卒業判定会議の議を経て、

卒業を認める。 

 

施行細則 

（卒業・進級基準） 

第１６条 卒業時までに必要全科目を履修して所定の単位を修得し、学校長が適当と認め

た者は卒業となる。 

 

 

定期試験評価諸規定 

 

施行細則 

（科目評価） 

第５条  各科目について授業出欠・態度、臨時及び定期試験の成績、レポートの成績を

勘案の上ＡからＦの５段階評価とする。 

   ２ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを合格としＦを不合格とする。 

Ａ  ･･････100～90点  

Ｂ  ･･････ 89～80点    

Ｃ  ･･････ 79～70点 

 Ｄ  ･･････ 69～60点   

Ｆ  ･･････ 59点以下  

   ３ 講義科目の成績評価は、定期試験 80％、小テスト 20％、実習科目は定期試験 40％、

レポート 40％、小テスト 20％の配分で行い、評価する。実習科目では指定され

たレポートはすべて提出しなければならない。成績評価の配分を変える場合は、

事前にその配分をシラバス等で明記する。 

   ４ 学修成果を評価し、単位を認定する場合、合格はＳ、不合格はＵとする。 

 

合格 

不合格 


